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ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な 

連携協力体制の構築への協力等について（依頼） 

 

 

ギャンブル等依存症対策については、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推

進する「ギャンブル等依存症対策基本法（平成 30年法律第 74号）」が成立し、同法第 20

条において、国及び地方公共団体は、「医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費

生活センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協

力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする」ことが規定されたところです。

また、同法に基づく「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」（令和４年３月 25日閣議決

定。以下「基本計画」という。）において、都道府県及び政令指定都市において、地域の

殿 

（印影省略） 

（印影省略） 

本通知は、ギャンブル等依存症対策に関する、各関係機関に対して各地域の包括的な連携

協力体制に積極的に参加・協力すること等を依頼するものです。 



関係機関が参画する包括的な連携協力体制の構築及び包括的な支援をより一層推進するこ

ととされています。 

 具体的には、厚生労働省からは、各都道府県及び各政令指定都市に対し、ギャンブル等

依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制の構築について依頼されているところ

です。（別添１）。 

文部科学省では、これまで、「ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携

協力体制の構築への協力等について（依頼）」（令和元年 11月６日付元教参学第 28号通知）

において、ギャンブル等依存症対策連携会議（以下「連携会議」という。）に参画する等

依頼してきたところ（別添２）ですが、改めて各都道府県教育委員会及び各指定都市教育

委員会におかれては、各地域の包括的な連携協力体制に積極的に参画し、情報や課題の共

有、最新の知見の収集等を図り、それぞれの依存症対策への活用を検討するようお願いし

ます。基本計画では、各都道府県私立学校主管部課は連携会議への参画等について明記さ

れておりませんが、基本計画の性質を鑑みて、各都道府県私立学校主管部課においても連

携会議への参画等の検討をお願いします。 

また、基本計画の趣旨を踏まえ、学校や地域においてギャンブル等依存症予防に関する

指導や啓発を実施する際には、地域ごとの依存症治療拠点機関・相談拠点の整備状況を踏

まえつつ、各拠点が実施する依存症に関する研修を受講した人材の活用について検討する

ようお願いします。 

 このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、域内の指定都市を除く市町村

教育委員会に対して、周知をお願いします。 

 

〇附属資料 

別添１：ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制の構築につい

て（令和４年 10月 26日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害

保健課長通知） 

別添２：ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な連携協力体制の構築への協

力等について（依頼）（令和元年 11月６日付文部科学省総合教育政策局男女共

同参画共生社会学習・安全課長、初等中等教育局健康教育・食育課長通知） 
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障精発 1026 第１号 

令和４年 10 月 26 日 

都 道 府 県 知 事 

各 殿 

指 定 都 市 市 長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

精神・障害保健課長 

（ 公  印  省  略 ） 

ギャンブル等依存症対策における各地域の包括的な 

連携協力体制の構築について 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日頃よりご尽力いただき、厚く御礼

申し上げます。 

さて、ギャンブル等依存症対策については、別添の「ギャンブル等依存症対策

における各地域の包括的な連携協力体制の構築について」（令和元年 9 月 17 日

付け障発 0917第４号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）において、

「ギャンブル等依存症対策連携会議」の設置・開催をお願いしてきたところです。 

また、令和４年３月に閣議決定により変更された「ギャンブル等依存症対策推

進基本計画」においても、地域の関係機関が参画する包括的な連携協力体制を構

築するため、都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）において「ギ

ャンブル等依存症対策連携会議」を設置・開催することが求められています。 

しかしながら、令和３年度末時点の調査によれば、全都道府県等における設

置・開催が達成されていない状況にあります。 

このため、「ギャンブル等依存症対策連携会議」を開催していない都道府県等

におかれては、別添の通知についてご留意いただき、開催について積極的にご検

討いただくとともに、既に開催されている都道府県等におかれても、引き続き、

包括的な連携協力体制のもと、包括的な支援を推進していただきますようお願

いいたします。 

別添１



別添２
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